
あじさいの会（伊丹市精神陸がい者家族会）会則

（名称）

第1条

（事務局）

第2条

（目的）

第3条

（活動）

第4条

（会員）

第5条

（役員選任）

第6条

（役員職務）

第7条

（役員任期）

この会は、あじさいの会（伊丹市精神陣がい者家族会）とする。

（以下「本会」という。）

本会の設立は平成23年5月17日とする。

本会の事務局は　〒6640015　伊丹市昆陽池2丁目10番地

伊丹市立障害者福祉センター2階　に設置する。

本会は精神瞳がい者の家族が集まり、会員相互に協力し、支え合い広く地域の

人の協力を得て精神障がい者と共に幸せに生きる地域社会を作ることを目的と

する。

第3条の目的を達成するために次の活動を行う。

（l）会員相互の親睦と交流、情報交換

（2）研修活動（家族教室、各地研修会への参加）

（3）精神陣がい者への啓発活動

（4）関係諸機関に対する請願、陳情及び関係団体との連携

（5）その他本会の目的に必要なこと

本会は次の項に該当する会員により構成する。

（l）会員　　　　　精神障がい者の家族

（2）賛助会員　　　医療、福祉関係者及びボランティアなど本会の目的に賛

同する個人または団体等

本会には会長1名、副会長4名以内、書記2名以内、会計2名以内、

監事2名の役員を置くこととし、総会において会員の互選とする。

（1）会長は会をとりまとめ本会を代表する。

（2）副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。

（3）書記は本会の事務を行う。

（4）会計は本会の会計事務を行う。

（5）監事は本会の活動および会計事務を監否する。



第8条　　　役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

（総会）

第9条　　（1）総会は年1回会長が招集し開催する。但し、特に必要と会長が認めた場

合は臨時に開催することができる。

（2）総会の成立は会員の2／3以上をもって成立する。

（3）総会において付議する事項は次の通りとする。

①　決算と活動報告の承認

②　予算と事業計画の承認

③　役員の選出

④　会則の改廃と承認

（4）議決は出席者の過半数の同意をもって決定し、同数の時は議長が決定する

（経費）

第10条

（会計年度）

第11条

（会費）

第12条

本会の経費は会費、寄付金等をもってあてる。

本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

本会の会費は年額3，000円とする。

※賛助会員は年一口（1000円　何日でも可）とする。

（付則）

本会則は平成23年5月17日より施行する。

本会則は平成24年5月17日より施行する。

本会則は平成28年6月4日より施行する。


